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（趣旨） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、枚方京田辺環境

施設組合（以下「組合」という。）の会計に関する事務の処理について必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 法 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）をいう。 

（２） 施行令 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）をいう。 

（３） 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法

第１７１条第４項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職

員（以下「会計員」という。）をいう。 

（４） 証券 施行令第１５６条第１項各号に掲げる証券をいう。 

（５） 歳入歳出外現金等 法第２３５条の４第３項の規定による歳入歳出

外現金及び組合が保管する有価証券で組合の所有に属しないものをい

う。 

（出納員等の設置） 

第３条 現金の出納及び保管に関し会計管理者の事務を補助させるため、出納

員及び会計員（以下「出納員等」という。）を置く。 

２ 出納員等は、管理者が任命する。 

（出納員等の職務） 

第４条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納（小切手の振出しを含

む。）及び保管の事務を掌理する。 

４ 会計員は、出納員の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。 

（出納事務等の委任） 

第５条 管理者は、会計管理者をしてその権限に属する事務のうち現金の出納

及び保管の事務を出納員に委任させることができる。 

２ 管理者は、出納員をして前項の規定により委任を受けた事務の一部を会計

員に委任させることができる。 

第２章 収入 



 

 

第１節 徴収 

（歳入の調定） 

第６条 管理者は、歳入を収入しようとするときは、調定を行わなければなら

ない。 

２ 歳入の調定を行うときは、その歳入について、次の各号に掲げる事項を調

査して行うものする。 

（１） 所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等に誤りがない 

こと。 

（２） 法令又は契約等に違反する事実がないこと。 

（３） その他必要と認める事項 

３ 第１項の調定は、これを歳入予算の科目ごとにしなければならない。この

場合において、歳入予算の科目が同一であって同時に２人以上の納入義務者

から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。 

（歳入の事後調定） 

第７条 管理者は、次の各号に掲げる収入金については、会計管理者から収納

の通知を受けた後、速やかに調定を行わなければならない。ただし、これら

の収入金についてすでに調定がなされている場合にあっては、この限りでな

い。 

（１） 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金 

（２） 元本債権に係る延滞金 

（３） その他性質上納付前に調定できない収入金 

（分割金額の調定） 

第８条 管理者は、法令、契約等により分割して収入するものにあっては、納

期限ごとに当該納期限に係る金額について、調定を行わなければならない。

ただし、数回分を同時に調定できるものについては、この限りでない。 

（返納金の調定） 

第９条 管理者は、第６９条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金

額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させる場合において

、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、そ

の翌日において、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない



 

 

。 

（調定の変更） 

第１０条 管理者は、調定をした後において、過誤その他の事由により当該調

定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額

又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。 

（会計管理者に対する通知） 

第１１条 管理者は、収入金の調定を行ったときは、直ちに会計管理者に対し

通知しなければならない。 

２ 管理者は、第６条第３項の規定により集合して調定をしたときは、集合し

て通知しなければならない。この場合において、その内訳を明らかにしてお

かなければならない。 

３ 第７条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったと

きは、その収入の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものと

みなす。 

（納入の通知） 

第１２条 管理者は、収入金の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通

知書を送付しなければならない。ただし、会計管理者と協議の上、口頭、掲

示その他の方法により納入義務者に通知する場合は、この限りでない。 

（納入通知書の再発行） 

第１３条 管理者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の

申出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、そ

の表面の余白に「再発行」と朱書きして、これを当該納入義務者に交付しな

ければならない。 

（納期限） 

第１４条 管理者は、第１２条に規定する納入の通知を行う場合においては、

法令その他の定めがある場合を除くほか、当該通知の日から起算して１５日

以内において適宜納期限を定めるものとする。 

第２節 収納 

（会計管理者等の直接収納） 

第１５条 会計管理者等は、収入金を直接収納したときは、領収証書を当該納



 

 

入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法によ

り納入義務者に通知し、収納するものに係る収入金で管理者が特に指定する

ものについては、領収証書の発行を省略することができる。 

２ 前項の場合において、収入金を証券により収納したときは、当該交付する

領収証書の表面の余白に「証券受領」と記載しなければならない。 

３ 会計管理者等は、金銭登録機により現金を収納したときは、領収印を省略

した領収証書を発行することができる。この場合において、当該領収証書に

は、領収金額、日付及び枚方京田辺環境施設組合の表示をしなければならな

い。 

 （収納金の払込み） 

第１６条 会計管理者等は、収入金を直接収納したときは、別段の定め又は特

別の事由がある場合を除くほか、当日又は翌日に納入通知書等に当該現金又

は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。 

（支払拒絶に係る証券） 

第１７条 会計管理者等は、指定金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の

効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び

当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入義務者に対し

証券支払拒絶通知書により通知し、その証券を返付するとともに、先に交付

した領収証書の返還を受けなければならない。 

２ 会計管理者等は、前項の規定により指定金融機関から証券の支払の拒絶が

あった旨の報告を受けたときは、当日の収入金額から支払拒絶金額を控除す

るとともに、指定金融機関及び管理者にその旨を通知しなければならない。 

３ 管理者は、前項の規定により会計管理者等から証券が支払拒絶になった旨

の報告を受けたときは、納入通知書を再発行し、納入義務者に再交付しなけ

ればならない。この場合は、当該納入通知書の欄外に「証券支払拒絶により

再発行」と朱書きしなければならない。 

（収入の整理） 

第１８条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書（磁気ファイルによ

り作成されたものを含む。）の送付を受けたときは、収支日計表と照合の上

、所属年度、予算科目別に収入しなければならない。 



 

 

２ 会計管理者は、前項の処理を完了したときは、領収済通知書を管理者に送

付しなければならない。 

第３節 収入の過誤 

（過誤納金の還付） 

第１９条 管理者は、納入義務者が誤って納入義務のない収入金を納入し、若

しくは調定額を超えた金額の収入金を納入した当該納入の事実を発見したと

き又は当該納入義務者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、

当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として、当該納入義務

者に還付しなければならない。 

２ 管理者は、第１０条の規定により調定を変更した場合において当該調定に

係る減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該

減少額に相当する金額を、当該納入義務者に還付しなければならない。 

３ 前２項の規定による収入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関

する手続を準用する。 

４ 前項の場合においては、関係書類及び小切手には「過誤納還付」と記載し

なければならない。 

（収入更正） 

第２０条 管理者は、歳入の調定をした収入金について、会計、会計年度又は

収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければ

ならない。 

２ 管理者は、前項の規定により収入金の更正をしようとするときは、更正の

調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。 

３ 管理者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに会計管理者

等に対し、収入更正の通知を発しなければならない。 

４ 同一の収入科目について更正を要するものが２件以上あるときは、集合し

て更正の調定をして会計管理者等へ通知するものとする。この場合において

、その内訳を明らかにしておかなければならない。 

５ 会計管理者等は、第３項の規定により収入更正の通知を受けた場合におい

て、当該収入更正の通知に係る更正が会計間におけるものであるときは、指

定金融機関に対し、公金預替書により更正の通知をしなければならない。 



 

 

第４節 収入未済金 

（督促） 

第２１条 管理者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第２３１

条の３第１項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状

を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定

めがある場合を除き、１５日以上の期間を置かなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定により督促状を発したときは、徴収簿を整理しなけ

ればならない。 

（収入未済金の繰越し） 

第２２条 管理者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日まで

に収納済とならなかったもの（不納欠損金として整理したものを除く。）が

あるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調

定済額として繰り越さなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納

済とならなかったもの（不納欠損金として整理したものを除く。）について

は、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末まで

になお収納済とならなかったもの（不納欠損金として整理したものを除く。

）については、その後逓次繰越をしなければならない。 

３ 管理者は、第１項又は第２項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額

として繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知により会計管理者等

に通知するとともに、徴収簿（収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越

簿）を整理しなければならない。 

（不納欠損金） 

第２３条 管理者は、既に調定した収入金（前条の規定により繰り越された収

入未済金を含む。）に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、

年度末において不納欠損金として整理しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものにつ

いて調定しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理す

べきものが同一の収入科目に２以上あるときは、これを集合して整理するこ

とができる。 



 

 

３ 管理者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは

、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、会計管理者等に対しこの旨を

通知しなければならない。 

第３章 支出 

第１節 支出負担行為 

（支出負担行為の確認） 

第２４条 支出負担行為の確認は、次の各号に掲げる事項について行うものと

する。 

（１） 支出負担行為が配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものである 

こと。 

（２） その支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。 

（３） その支出負担行為の金額の算定に誤りがないこと。 

（４） 支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び支出科目の区分に誤り 

がないこと。 

２ 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める書類をも

って、その確認をしなければならない。 

（１） 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す 

書類 

（２） 支出負担行為を変更し、又は取りやめようとするとき 変更後の支 

出負担行為の内容を示す書類又は支出負担行為の取りやめを示す書類 

（支出負担行為の整理区分） 

第２５条 管理者の行う支出負担行為について、支出負担行為の確認を受ける

時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担

行為に必要な書類は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第２に定める経費の支出負担行為に該当す

るものについては、同表に定めるとおりとする。 

（会計管理者への事前協議） 

第２６条 管理者は、第２４条の規定により支出負担行為の確認を受けるもの

のうち、特に必要なものについては、あらかじめ会計管理者に対し、同条第

２項各号の規定による書類により、その実施について協議しなければならな



 

 

い。 

第２節 支出の方法 

（支出の調査決定） 

第２７条 管理者は、支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査

し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定を行うも

のとする。 

（１） 法令又は契約に違反していないこと。 

（２） 所属年度、支出科目、金額及び債権者に誤りがないこと。 

（３） 歳出予算の配当の範囲内であり、予算の目的に反していないこと。 

（４） その他必要と認める事項 

２ 前項の決定は、歳出予算の科目及び債権者ごとにしなければならない。こ

の場合において、支出科目が同一であって同時に２人以上の債権者に対して

支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定（

以下「支出の調査決定」という。）をすることができる。 

３ 管理者は、第３２条第２項の規定により集合して支出しようとするときは

、内訳表を支出命令書に添えなければならない。 

（分割支出の調査決定） 

第２８条 第８条の規定は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行

う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。 

（支出の調査決定の変更） 

第２９条 管理者は、第２７条の規定により支出の調査決定をした後において

、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等の事由により当該調査決

定の金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は

減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。 

（請求書による原則） 

第３０条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の指示を待ってしなければ

ならない。 

２ 請求書には、原則として次の各号の区分による要件の記載及び関係書類の

添付がなければならない。 

（１） 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、工期、請負金額及 



 

 

び支払済高の記載並びに工事完成届及び検査調書の写しの添付 

（２） 物件の供給等に関するもの 用途、品名、規格、品質、数量、単価 

等の記載及び検収調書等の添付 

（３） 物件の運送又は保管に関するもの 名称、数量、運送先若しくは保 

管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載 

（４） 土地買収費及び物件移転料に関するもの 所在地、名称等の記載並 

びに不動産に関する権利の変動登記済証、契約書の写しの添付 

（５） 使用料及び賃借料又は手数料に関するもの 所在地、名称、数量、 

単価、期間の明細等の記載 

（６） 補助金に関するもの 交付決定通知書等の写しの添付 

（７） 払戻金、補塡金、損害賠償金に関するもの 理由又は事実の生じた

年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載 

（８） 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明ら 

かにした明細等の記載又はその書類の添付 

３ 請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり

、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は

代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。 

４ 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を

添えさせなければならない。 

５ 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事

実を証する書類を添えさせなければならない。 

（請求書による原則の例外） 

第３１条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求

書の提出を待たないで、支出の調査決定をすることができる。 

（１） 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金その他の給与金 

（２） 旅費及び費用弁償 

（３） 組合債の元利償還金 

（４） 寄附金、負担金等で支払金額の確定しているもの 

（５） 報償金 

（６） 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべ 



 

 

き経費 

（７） 前各号に掲げるもののほか、組合が申告納付する経費、請求書を徴 

し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要し 

ない経費 

２ 次に掲げる経費は、債務が確定する前に支出の調査決定をすることができ

る。 

（１） 電気、ガス及び水道料金 

（２） 電話料金その他電気通信役務の提供に係る料金 

（３） 事務機器等物品の月払賃貸借契約による賃貸料 

（４） その他施行令第１６０条の２第２項に規定するもののうち管理者が 

特に必要と認めるもの 

（支出命令） 

第３２条 管理者は、第２７条から第２９条までの規定により支出の調査決定

をしたときは、会計管理者等に対し支出命令を発しなければならない。この

場合において、支払方法ごとに当該支出命令を発しなければならない。 

２ 同一の支出科目から同時に２人以上の債権者に対して支出しようとすると

きは、前項の支出命令を集合して発することができる。 

３ 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書又は支出内訳書及び必要に

応じて支出負担行為の決裁書類を添付して、会計管理者等に送付しなければ

ならない。 

（支出命令の審査） 

第３３条 会計管理者等は、支出命令について内容を審査し、必要があると認

めるときは、関係書類の提出を求めることができる。 

２ 会計管理者等は、前項の審査の結果、支出することができないと認めたも

のについては、管理者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付

しなければならない。 

第３節 支出の方法の特例 

（資金前渡） 

第３４条 施行令第１６１条第１項第１号から第１６号までに掲げるもののほ

か、次の各号に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。 



 

 

（１） 交際費その他これに類する経費 

（２） 賠償、補償等に要する経費 

（３） 有料道路通行料、駐車料、入場料その他これらに類する経費 

（４） 供託金 

（５） 講習会、研修会等の会場において、直接支払を要する経費 

（６） 現金をもって即時支払をしなければ購入、借入れ、利用又は使用す 

ることができないものに要する経費 

２ 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない

。ただし、常時必要とする経費については、１月分の所要額を一括して請求

することができる。 

３ 前項ただし書の規定にかかわらず、特に会計管理者が認めた場合は、１月

分を超える資金の交付を受けることができる。 

（資金前渡手続） 

第３５条 管理者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現

金の支払の事務に従事する職員（以下「資金前渡職員」という。）を指定し

、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない

。 

２ 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡

」と記載しなければならない。 

（前渡資金の保管） 

第３６条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又

は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金（以下「前渡資金」

という。）を金融機関に預金し、確実に保管しなければならない。 

２ 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、

その額を所定の歳入科目に収入しなければならない。解約に際しての利子に

ついても、また同様とする。 

（前渡資金の支払上の原則） 

第３７条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令、契約等の規

定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であ

るかどうか、その他必要な事項を調査して、支払を行わなければならない。 



 

 

２ 前項に規定による支払を行ったときは、債権者から領収証書を徴しなけれ

ばならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに

足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。 

（前渡資金の精算） 

第３８条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了し

たとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度

の出納閉鎖期日において残金があるときは、速やかにこれを精算しなければ

ならない。 

２ 前項の規定による精算は、当該資金の執行の確認ができる書類を会計管理

者に提出することにより行うものとする。 

３ 第１項の精算において残金が生じたときは、返納するとともに、戻入手続

をとらなければならない。 

（概算払） 

第３９条 施行令第１６２条第１号から第５号までに掲げるもののほか、次の

各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。 

（１） 非常災害のため即時支払を要する経費 

（２） 損害賠償金 

（３） 概算をもって支払をしなければ契約を締結し難い委託に要する経費 

（４） 前３号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしな 

ければ事務の取扱上支障を及ぼすような経費で、管理者が特に認めた 

もの 

（概算払の手続） 

第４０条 管理者は、前条に規定する経費について、概算払の方法により支出

しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。 

（概算払の精算） 

第４１条 概算払の精算手続は、第３８条の例による。ただし、出納閉鎖期日

までに精算することができない場合には、第４６条の規定により処理しなけ

ればならない。 

（前金払） 

第４２条 施行令第１６３条第１号から第７号までに掲げるもののほか、経費



 

 

の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱上支障を及ぼすような経

費で、管理者が特に認めたものは前金払をすることができる。 

（公共工事の前金払） 

第４３条 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４

号）第５条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事

に要する経費については、施行令附則第７条第１項に定めるところにより当

該経費の４割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。 

２ 前項の規定により前金払をした公共工事における地方自治法施行規則（昭

和２２年内務省令第２９号）附則第３条第３項に規定する必要な経費につい

ては、前項の規定により既にした前金払に追加して、当該経費の２割を超え

ない範囲内に限り、前金払をすることができる。 

（前金払の手続） 

第４４条 管理者は、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例

により処理しなければならない。この場合において、支出命令書に「前金払

」と記載しなければならない。 

２ 管理者は、前条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする

場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した前払金請求書及び保証

事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。 

第４５条 前金払の精算手続は、第３８条の例による。 

（過年度支出） 

第４６条 会計管理者等は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとする

ときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書

類を添えて管理者の承認を受けなければならない。 

（振替収支） 

第４７条 各会計間若しくは同一会計内における収支の移替えは、振替の方法

により行わなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、

会計管理者等に対し、振替命令を発しなければならない。 

第４節 支払 

（印鑑及び小切手に関する事務） 



 

 

第４８条 会計管理者の印鑑の保管並びに小切手の作成及び押印の事務は、会

計管理者が自らしなければならない。 

２ 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそ

れぞれ別に厳重に保管しなければならない。 

（小切手帳の数） 

第４９条 小切手帳は、会計年度別及び会計別に各１冊を使用しなければなら

ない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場

合は、この限りでない。 

（小切手の番号） 

第５０条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、１冊ごとに１会

計年度を通じて連続した番号を付さなければならない。 

２ 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。 

（小切手の作成） 

第５１条 官公署、会計管理者、指定金融機関を受取人として振り出す小切手

は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。 

２ 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付すると

きにしなければならない。 

３ 小切手の券面金額は、訂正してはならない。 

４ 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分

に２線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の

余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さな

ければならない。 

５ 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱書の斜線をした

上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。 

（小切手の交付） 

第５２条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者である

ことを確認した上でなければ交付してはならない。 

２ 会計管理者等は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該

小切手の受取人から領収証書を徴さなければならない。 

（小切手の振出しの確認） 



 

 

第５３条 会計管理者等は、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取

人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違が

ないかどうかを検査しなければならない。 

２ 会計管理者等は、小切手振出済額について小切手振出簿を作成し、及び小

切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。 

３ 会計管理者等は、小切手振出簿により、小切手の振出枚数、小切手の廃棄

枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。 

（不用小切手用紙の整理） 

第５４条 会計管理者等は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手

帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還して領収証書を受け取り、当

該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。 

（現金払） 

第５５条 会計管理者は、同一の債権者に対する１回の支払額が１００，００

０円以内である場合において、当該債権者から申出のあるときは、直接現金

で支払わなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時５００，

０００円を限度として現金を保管することができる。 

３ 第４８条第２項及び第５２条の規定は、前２項の規定による現金の交付及

び保管について準用する。 

（口座振替払） 

第５６条 会計管理者等は、施行令第１６５条の２の規定により債権者から口

座振替の方法により支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とす

る小切手を振り出し、これに口座振込依頼書を添えて指定金融機関に送付し

て領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替をする場合において債

権者が発行する納入通知書、支払書その他これらに類する書類（以下「振込

書等」という。）を添えてするときは、口座振込依頼書の添付を省略するこ

とができる。 

２ 前項に規定する債権者からの申出は、口座振込依頼書により、又は請求書

等の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。 

３ 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようと



 

 

するときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。 

（公金預替書） 

第５７条 会計管理者等は、第４７条第２項の規定により振替の方法による支

出命令を受けたときは、公金預替書を指定金融機関に交付（同一会計内の振

替を除く。）しなければならない。 

２ 第４８条から第５２条までの規定（第５１条第１項及び第５２条第２項の

規定を除く。）は、公金預替書の交付及び保管について準用する。 

第５節 支出の過誤 

（過誤払金の戻入） 

第５８条 管理者は、施行令第１５９条の規定により歳出の誤払い又は過渡し

となった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させ

るときは、戻入命令書により当該支出科目に戻入の措置をしなければならな

い。 

２ 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を

準用する。この場合において、資金前渡又は概算払を受けた者は、その精算

残金の返納は納入通知書等により納付するものとする。 

３ 前項の場合には、納入通知書及び関係書類に「過誤払戻入」と記載しなけ

ればならない。 

（支出更正） 

第５９条 管理者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に

誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある

経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿

を整理しなければならない。 

３ 管理者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに会計管

理者等に対し、支出更正命令を発しなければならない。 

４ 同一の支出科目について更正を要するものが２件以上あるときは、集合し

て更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。 

５ 会計管理者等は、第３項の規定により支出更正命令を受けた場合において

、当該支出更正命令に係る更正が各会計間に係るものであるときは、支出金



 

 

融機関に対し、公金預替書により更正の通知をしなければならない。 

第６節 支払未済金 

（小切手の償還請求） 

第６０条 会計管理者は、施行令第１６５条の５の規定により小切手の所持人

から小切手の償還請求を受けたときは、償還請求する者から次の各号に掲げ

る書類を徴し、調査し、償還請求すべきものと認めるときは、関係書類を添

えてその旨を管理者に通知しなければならない。 

（１） 小切手償還請求書 

（２） 小切手又は除権判決の正本 

（３） 前２号に掲げるもののほか、必要と認める書類 

２ 管理者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第４６

条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づ

いて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しな

ければならない。 

（支払未済金の整理） 

第６１条 会計管理者は、第７５条第１項の規定により指定金融機関から小切

手支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認める

ときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰

越金として整理しなければならない。 

２ 会計管理者は、第７６条第２項の規定により指定金融機関から小切手支払

未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認め

るときは指定金融機関にその旨を通知し、これを管理者に送付しなければな

らない。 

（支払未済小切手の処理） 

第６２条 会計管理者等は、第７６条第１項の規定により小切手等支払未済資

金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済に係る小切手又は送金払案内

書を提示してその支払を求められた場合において当該請求に係る小切手又は

送金払案内書が同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであ

るときは、関係書類を添えてその旨を管理者に通知しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、第４６条の規定の例に



 

 

より処理しなければならない。 

第４章 決算 

（決算の調整） 

第６３条 会計管理者は、毎会計年度、施行令第１６６条の定めるところによ

り決算を調整し、出納閉鎖後３か月以内に諸書類その他施行令第１６６条で

定める書類と併せて管理者に提出しなければならない。 

（歳計剰余金の繰越し等） 

第６４条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、これを第４７条（振

替収支）に定める手続の例により処理しなければならない。 

（１） 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合 

（２） 繰越明許費又は事故繰越に係る経費の財源を繰り越す場合 

（３） 繰上充用をする場合 

第５章 指定金融機関 

第１節 収納事務 

（現金の収納） 

第６５条 指定金融機関は、納入義務者又は会計管理者等から納入通知書等に

より現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者

又は会計管理者等に交付し、組合の預金口座に受入れの手続をとらなければ

ならない。 

２ 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、指定金融機関において保

存しなければならない。 

（過年度収入に係る現金の収納） 

第６６条 指定金融機関は、第２２条第２項の規定により翌年度に繰り越した

ものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過し

た返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の

規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該出納に係

る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書及び領収済通知書に

は「過年度収入」と記載しておかねばならない。 

（口座振替による収納） 

第６７条 指定金融機関は、納入義務者から納入通知書等の提示を受けて施行



 

 

令第１５５条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けた

ときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から組合の預金口座に受入れの手

続をとらなければならない。 

２ 第６５条第２項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知

書等について準用する。 

（証券による収納） 

第６８条 指定金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第

１５６条第２項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通

知書には「証券受領」と記載し、第６５条又は第６６条の規定により処理し

なければならない。 

２ 指定金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれ

をその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。 

３ 指定金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該

証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに組合の預金口座への受入れを取

り消すとともに、小切手法（昭和８年法律第５７号）第３９条の支払拒絶証

書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証する

に足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とと

もにこれを会計管理者等に送付しなければならない。 

（過誤納金の払戻し） 

第６９条 指定金融機関は、第１９条第３項の規定により送付を受けた「過誤

納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理し

なければならない。 

（会計又は会計年度の更正） 

第７０条 収納金融機関は、第２０条第５項の規定により出納機関から公金預

替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受け

た日付において更正の手続きをとらなければならない。 

（歳入歳出外現金等の受入れ） 

第７１条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前６条の規定を準用する。 

第２節 支払事務 

（小切手の確認） 



 

 

第７２条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手の提示を受けて

支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしな

ければならない。 

（１） 小切手は合式であること。 

（２） 会計管理者等の印影は明瞭であること。 

（３） 会計管理者等の印影は第８４条の規定により備えた印鑑簿の印影と 

符号すること。 

（４） 小切手はその振出日付から１年を経過したものではないこと。 

（５） 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示さ

れたものであるときは、その券面金額に相当する金額を第７３条第１

項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであ

ること。 

２ 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではない

と認めるときは、会計管理者等に照合し、適切な措置をとらなければならな

い。 

３ 指定金融機関は、小切手の支払額について、第５３条第２項の規定により

出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならな

い。 

（口座振替の手続） 

第７３条 指定金融機関は、第５６条の規定により口座振替依頼書又は振込書

等の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければ

ならない。 

（公金預替書による手続） 

第７４条 指定金融機関は、第５７条第１項の規定により公金預替書の交付を

受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなけ

ればならない。 

２ 第７２条第１項第１号から第３号まで並びに第２項の規定は、前項の場合

に準用する。 

（支払未済金の整理） 

第７５条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日ま



 

 

でに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これ

に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済

調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。 

２ 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が

前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小

切手がその振出しの日から１年を経過していないものである場合に限り、前

項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。 

（支払未済金の歳入への繰入れ） 

第７６条 指定金融機関は、前条第１項の規定により小切手支払未済繰越金と

して整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から１年を経

過してもなお支払が終らないものについては、その月の分を一括して翌月の

５日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入

に繰り入れなければならない。 

２ 指定金融機関は、前項の規定による小切手支払未済繰越金を歳入に繰り入

れたときは、小切手支払未済金繰入調書を作成し、会計管理者に送付しなけ

ればならない。 

（過誤払戻入） 

第７７条 指定金融機関は、返納義務者から「過誤払戻入」と記載された納入

通知書等により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理し

なければならない。 

（会計又は会計年度の更正） 

第７８条 第７０条の規定は、第５９条第５項の規定により公金預替書により

更正の通知を受けた場合に準用する。 

（歳入歳出外現金等の払出し） 

第７９条 前７条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する

。 

第３節 報告等 

（収支報告） 

第８０条 指定金融機関は、自店において取り扱った収納及び支払の状況につ

いて収支日計報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。 



 

 

２ 収支日計報告書には、領収済通知書又は振替済通知書を添えなければなら

ない。 

（報告義務） 

第８１条 指定金融機関は、会計管理者等から収支日計、小切手の支払状況そ

の他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなけれ

ばならない。 

（出納区分） 

第８２条 指定金融機関における収納及び支払は、歳入金及び歳出金について

は会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別に区分し

て取り扱わなければならない。 

（指定金融機関の使用する印鑑） 

第８３条 指定金融機関は、組合の公金の収納又は支払のために使用する印鑑

の印影をあらかじめ会計管理者等に送付しなければならない。 

（印鑑の照合確認） 

第８４条 指定金融機関は、印鑑簿を備え、会計管理者等から印影の送付を受

けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認し

なければならない。 

（出納に関する証明） 

第８５条 指定金融機関は、会計管理者等から現金の収納及び支払に関して証

明を求められたときは、その証明をしなければならない。 

（帳簿書類等の保存） 

第８６条 指定金融機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区

分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては１０年間、その他の書類にあ

っては５年間保存しなければならない。 

第６章 現金及び有価証券 

（歳計現金の保管） 

第８７条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、

又は他の運用の方法をとるときは、管理者と協議しなければならない。 

（一時借入金） 

第８８条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出



 

 

の支出の規定に準じて行わなければならない。 

（歳入歳出外現金等） 

第８９条 会計管理者は、歳入歳出外現金等を次の各号に掲げる区分により整

理し、出納保管しなければならない。 

（１） 保証金 

ア 入札保証金 

イ 契約保証金 

ウ その他の保証金 

（２） 保管金 

（３） 受託金 

（４） 担保 

ア 指定金融機関の事務の取扱いをする者の提供した担保 

２ 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により

これを行わなければならない。 

３ 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理し

なければならない。 

第７章 帳簿及び諸表 

（備付帳簿） 

第９０条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、

別に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあった都度所

定の事項を記載及び整理しなければならない。 

２ 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるも

のではない。 

３ 第１項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調整しなければならない。た

だし、台帳にあっては、この限りでない。 

（諸表等） 

第９１条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理に当たり作成し

、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別に定めるところによる。 

（金額の表示） 

第９２条 納入通知書、現金等払込書、領収証書その他金銭の収支に関して証



 

 

拠となるべき書類（以下「証拠書類」という。）に金額を表示する場合にお

いては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。 

２ 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に

「￥」記号を、ただし、負数の場合は「￥」記号に代えて「△」記号を、漢

数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし

、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字

は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。 

（数字及び文字の訂正等） 

第９３条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項を、別段の定めが

ある場合を除くほか、訂正又は追加若しくは削除してはならない。 

２ 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分

に２線を引いて認印しその右側に正書し、追加するときはその部分に加え、

削除するときはその部分に２線を引いて認印しなければならない。 

３ 前項の規定により証拠書類の記載事項について訂正し、又は追加し、若し

くは削除したときは欄外余白に何字の訂正又は追加若しくは削除とそれぞれ

記載し、作成者が認印しなければならない。 

（外国文の証拠書類） 

第９４条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を

添えなければならない。 

２ 署名を習慣とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって

、記名押印に代えて処理することができる。 

（割印） 

第９５条 数葉をもって１通とする請求書、契約書等には、債権者又は当事者

の割印がなければならない。 

（鉛筆等の使用禁止） 

第９６条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きし

ないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。 

（原本による原則） 

第９７条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の

定めがある場合を除くほか、管理者が原本と相違ない旨を証明した謄本をも



 

 

ってこれに代えることができる。 

第８章 事務の引継ぎ 

第９８条 出納員等に異動があったときは、前任者は、事務引継書を作成し、

前任者及び後任者がこれに連署し、会計管理者に提出しなければならない。 

３ 前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会

計管理者の指定する職員が引継ぎの手続をしなければならない。 

第９章 検査 

（自己検査） 

第９９条 管理者は、自己検査をしようとするときは、職員のうちから検査員

を命じて出納員等及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類そ

の他金銭会計事務の一切について検査させることができる。 

２ 管理者は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに

係る会計事務について検査をさせることができる。 

（検査項目） 

第１００条 検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

（１） 現金及び有価証券の取扱いに関すること。 

（２） 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。 

（３） 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項 

（検査の通知） 

第１０１条 管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項

目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなけ

ればならない。 

（検査報告） 

第１０２条 検査員は、検査終了後速やかに検査報告書を作成し、会計管理者

を経て管理者に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と

認めるものがあるときは、直ちにその顛末及び意見を付して報告しなければ

ならない。 

（会計管理者の調査） 

第１０３条 会計管理者は、会計事務の調査をしようとするときは、所属の職

員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職



 

 

氏名をあらかじめ事務局長に通知しなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用

する。 

３ 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内

容を事務局長に通知しなければならない。 

（指定金融機関の検査の実施） 

第１０４条 会計管理者は、施行令第１６８条の４の規定による指定金融機関

の検査を実施するときは、職員のうちから検査員を命じて行わなければなら

ない。 

２ 前項の検査は、毎年度１回以上の定期検査をするほか、会計管理者は、必

要と認めるときは、臨時検査をしなければならない。 

（検査事項） 

第１０５条 前条の検査は、次の掲げる事項について行うものとする。 

（１） 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。 

（２） 小切手の支払、口座振替払その他公金の取扱いに関すること。 

（３） 公金の預金状況に関すること。 

（４） 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項 

（金融機関検査の通知） 

第１０６条 会計管理者は、第１０４条の検査を実施しようとするときは、そ

の日時、場所、項目及び検査員の職氏名を指定金融機関にあらかじめ通知し

なければならない。 

（準用規定） 

第１０７条 第１０２条の規定は、第１０４条の検査についてこれを準用する

。 

第１０章 保管責任 

（保管責任） 

第１０８条 会計管理者、出納員等及び資金前渡を受けた者は、全て現金、有

価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない

。 



 

 

（亡失、損傷等の報告） 

第１０９条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小

切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書

を作成し、会計管理者を経て管理者に提出しなければならない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成３０年４月１日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第２５条関係） 

支出負担行為整理区分 

節区分等 支出負担行為として

整理する時期 

支出負担行為の範

囲 

支出負担行為に必

要な主な書類 

１ 報酬 支出決定のとき 当該支給期間分又

は支出しようとす

る金額 

報酬支給調書 

２ 給料 支出決定のとき 当該支給期間分 給料支給調書 

３ 職員手当 

等 

支出決定のとき 支出しようとする

金額 

手当支給調書その

他手当を支給すべ

き事実の発生を証

明する書類 

４ 共済費 支出決定のとき 支出しようとする

金額 

払込通知書 

５ 災害補償 

費 

支出決定のとき 支出しようとする

金額 

本人の請求書、病

院等の請求書、受

領書又は証明書、

戸籍謄本又は抄本 

８ 報償費 交付及び支出決定の

とき 

交付及び支出を要

する金額 

支給調書 

９ 旅費 支出決定のとき 支出しようとする 出張命令簿兼請求



 

 

金額 書 

１０ 交際費 支出決定のとき 支出を要する金額 請求書 

１１ 需用費       

ア 光熱水 

費 

請求のあったとき 請求のあった金額 請求書 

 イ 上記以 

外 

契約締結のとき又は

請求のあったとき 

契約金額又は請求

のあった金額 

契約書又は請書、

見積書、仕様書 

及び請求書 

１２ 役務費       

ア 保険料 契約締結のとき又は

払込通知を受けたと

き 

払込指定金額 契約書又は払込通

知書 

イ 上記以 

外 

契約締結のとき又は

請求のあったとき 

契約金額又は請求

のあった金額 

契約書又は請書、

見積書、仕様書及

び請求書 

１３ 委託料 契約締結のとき又は

請求のあったとき 

契約金額又は請求

のあった金額 

契約書又は請書、

見積書及び請求書 

 

１４ 使用料 

及び賃借 

料 

契約締結のとき又は

請求のあったとき 

契約金額又は請求

のあった金額 

契約書又は請書、

見積書及び請求書 

１５ 工事請 

負費 

契約締結のとき 契約金額 契約書又は請書、

見積書及び仕様書 

１６ 原材料 

費 

契約締結のとき又は

請求のあったとき 

契約金額又は請求

のあった金額 

契約書又は請書、

見積書、仕様書及

び請求書 

１７ 公有財 

産購入費 

契約締結のとき 契約金額 契約書又は請書及

び見積書 

１８ 備品購 

入費 

契約締結のとき 契約金額 契約書又は請書、

見積書及び仕様書 



 

 

１９ 負担金 

、補助及 

び交付金 

交付決定をするとき

又は請求のあったと

き 

交付決定金額又は

請求のあった金額 

交付決定書の写し

及び内訳書の写し

又は請求書 

２０ 扶助費 支出又は交付決定の

とき 

支出又は交付決定

金額 

請求書及び扶助決

定書の写し 

２１ 貸付金 貸付決定のとき 貸付を要する金額 貸付申請書、契約

書及び確約書 

２２ 補償、 

補塡及び 

賠償金 

支出決定のとき 支出しようとする

金額 

判決書謄本、請求

書、補塡決定書、

判決書及び和解調

書等支出決定に関

する調書 

２３ 償還金 

、利子及 

び割引料 

支出決定のとき 支出しようとする

金額 

借入れに関する書

類の写し、請求書

及び小切手又は受

領未済の証明書 

２５ 積立金 積立決定のとき 積立しようとする

金額 

積立金決議書及び

関係書類 

２７ 公課費 支出決定のとき 支出しようとする

金額 

申告書の写し及び

賦課に関する書類 

２８ 繰出金 支出決定のとき 支出しようとする

金額 

 

別表第２（第２５条関係） 

支出負担行為整理区分 

区分 支出負担行為の確認

を受ける時期 

支出負担行為として

整理する時期 

支出負担行為の範

囲 

１ 資金前渡 資金の前渡をしよう

とするとき 

資金の前渡をする 

とき 

資金前渡を要す 

る額 

２ 概算払 概算払をしようとす 概算払をするとき 概算払を要する 



 

 

るとき 額 

３ 前金払 前金払をしようとす

るとき 

前金払をするとき 前金払を要する 

額 

４ 繰替払 繰替補塡をしようと

するとき 

繰替補塡をするとき繰替補塡を要す 

る額 

５ 過年度支

出 

過年度支出をしよう

とするとき 

過年度支出をすると

き 

過年度支出を要 

する額 

 


